




















































































































































総合評価落札方式における各評価基準と評価点

《総合評価値算出式（加算方式）》

総合評価値 ＝ (A)技術評価点 ＋ (B)価格評価点

＝ ①技術提案書・技術的所見の評価 ＋ ④入札価格の評価

②企業・配置予定技術者の評価

③品質確保の実効性・施行体制確保の確実性

（A)【技術評価点】

①技術提案書・技術的所見の評価

・各工事で設定（各工事の入札公告・説明書に記載）

②企業・配置予定技術者の評価

・各型・各タイプで設定＜別紙－１＞

③品質確保の実効性・施行体制確保の確実性

・入札価格に基づく評価点＜別紙－２＞

（B)【価格評価点】

④入札価格の評価

・入札価格に基づく評価点＜別紙－２＞
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＜企業の取組み等に関する評価点の算出方法＞
   ◆ 各評価項目の評定点の算出式 ： 各評価項目の評価点 ＝ 評価項目に対する配点 × 各評価基準(区分)に応じた配点率
       ○ 評価項目に対して、評価基準(区分)が複数ある場合は、各基準ごとに選定した配点率を乗じて算出
 　　　　　（例：施工実績で国土交通省、類似工事の場合。3点×3/4×1/2＝1.12点 　※小数点３位以下切り捨て）

配点率 配点 合計

1

1/2

0

1

1/2

0

1

0

＜①くるみん（次世代育成支援対策推進法）＞

プラチナくるみんを認定取得 （配点率への加算　4/8）
くるみんを認定取得（R７.4月以降の基準） （配点率への加算　2/8）
くるみん認定（R7.3月までの基準）、トライくるみん認定 （配点率への加算　1/8）

＜②えるぼし（女性活用推進法）＞

プラチナえるぼしを認定取得 （配点率への加算　4/8）
えるぼし認定３段階目を取得 （配点率への加算　3/8）
えるぼし認定２段階目を取得 （配点率への加算　2/8）
えるぼし認定１段階目を取得 （配点率への加算　1/8）

＜③ユースエール（若者雇用促進法）＞

ユースエールを認定取得 （配点率への加算　2/8）

WLB関係認定の取得なし （配点率への加算　なし）

1

1/2

1

3/4

3/4

2/4

1/4

1/4

0

1

2/3

1/3

0

1

3/4

2/4

2/4

1/4

0

1

1/2

0

1

0

▲3点

▲2点

▲1点

▲0.5点

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ(WLB)関係認定
の取得　※2

左記
加算
の計
（最大
8/8）

1

企
業
の

施
工
体
制

13
3

同種工事

類似工事

＜発注機関による区分＞

阪神高速道路株式会社・同グループ会社の工事

高速道路会社・同グループ会社、指定都市道路公社の工事  ※5

国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の工事　※6，7

都道府県、政令指定都市、関係機関の工事

市町村、関係機関の工事

公益民間企業（鉄道･空港･電気･ガス･通信）の工事  ※8

その他民間企業の工事

施工実績の工事成績評定点　※4

＜工事成績評定点による区分＞

企
業
の
施
工
能
力

施工実績　※3,※4

企業の取組み等に係る評価基準(通常モデル)

評価項目 評価基準

企
業
の
取
組
み

ISOの認証取得

ISO9001及びISO14001の認証を両方取得

SBT・RE100認定取得あり

1ISO9001及びISO14001の認証をどちらか一方取得

ISO9001及びISO14001の認証取得なし

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証
取得　※1

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（ISO45001シリーズ、OHSAS18001シリーズ、コスモス(COHSMS)）の
いずれか又は複数を認証又は認定取得

1厚生労働省安全衛生優良企業を認定取得

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証取得なし

カーボンニュートラルに関する取組
実績

1
SBT・RE100認定取得なし

表彰が１件（社長表彰１件）

表彰が１件（工事安全管理委員長表彰１件）

表彰なし

他の機関の工事における過去２年
度及び今年度の表彰等　　※9

表彰が２回

1表彰が１回

表彰なし

＜同種工事・類似工事による区分＞

2

工事成績評定点が80点以上

工事成績評定点が75点以上80点未満

工事成績評定点が70点以上75点未満

工事成績評定点が70点未満、又は工事成績評定点なし

阪神高速の工事における過去２年
度及び今年度の表彰等　※3

表彰が２件（社長表彰２件）

2

表彰が２件（社長表彰１件＋工事安全管理委員長表彰１件）

表彰が２件（工事安全管理委員長表彰２件）

不正行為等（減点）　※10

競争参加停止期間が6か月を超える場合

減点
競争参加停止期間が3か月を超え～6か月以下の場合

競争参加停止期間が3か月以下の場合

文書警告の場合

担当技術者（３５歳以下）の専任配
置

担当技術者（３５歳以下）の専任配置あり

1

担当技術者（３５歳以下）の専任配置なし
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配点率 配点 合計

1

1/2

1

3/4

3/4

2/4

1/4

1/4

0

1

1/2

1

2/3

1/3

0

1

1/2

1

1/2

0

※７　独立行政法人等：独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、政府関係機関

※８　コリンズ登録の対象となっている公共公益施設の整備に関する事業を営む民間企業（法人）

※11　・複数保有とは、工事公告の説明書に記載している競争参加資格要件の両方の資格を有している場合。（資格要件が複数設定の場合）

注）　上記は標準例のため、対象工事の評価基準及び配点については、当該工事の説明書を参照のこと。

※１　競争参加申請を行う支社・作業場等に対して有効な認定証を対象とします。

※２　配点率への加算は①～③各項目で実施します。
　　　　また、1つの認定項目内で複数認定取得に該当する場合、最も配点が高いもので評価します。

※３　阪神高速道路へ移管後の新神戸トンネルでの対象工事については、発注機関による区分を「阪神高速道路株式会社（自動車専用道路と同等）」として取扱います。

※４　施工実績や工事経験に係る同種工事等の要件が２種類以上設定されている場合において、複数工事にて申請した場合、当該評価項目については、
　　　　申請した工事毎に評価点を算出した後、その工事毎の評価点を平均して評価点を算出します。

※５　指定都市道路公社：名古屋高速道路公社、広島高速道路公社、福岡北九州高速道路公社

※６　国の機関：行政機関（各府省庁）、国会、裁判所、会計検査院　（コリンズ登録・検索メニューの『国の機関』ではない）

※９　・阪神高速のグループ会社、高速道路会社、指定都市道路公社、国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の発注する公共工事で、工事の安全管理、
　　　　品質確保及び品質向上に寄与するものとし、当該機関の長例（所長等は除く）からの表彰とします（例：国土交通省の各地方整備局長、NEXCO東・中・西の
　　　　各社の各支社長表彰などが対象）。その他、厚生労働大臣及び各労働基準局長からの優良表彰も対象となります。
　　　 ・国の機関、政府関係機関が主催・後援する協議会等がリサイクルの推進・取組に対して実施するものとし、各協議会会長等の当該機関の長からの工事に
　　　　関する表彰とします。

※10　不正行為等（減点項目）が複数回ある場合は、項目ごとに累計します。

　　　　・当該工種に有用な資格とは、工事公告の説明書に記載している資格を対象としており、記載していない資格は、対象としません。（有用な資格が設定の場合）

※12　配置予定技術者に加え、専任補助者を配置する場合、配置予定技術者に代えて、専任補助者で技術評価を行います。
　　　 ただし、申請資料に不備等があり、技術評価ができない場合、配置予定技術者を技術評価対象者として取り扱います。

※13　当社が発行した「施工実績証明書」に記載内容についても評価対象とします。

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

（
専
任
補
助
者

）
※

1

2

6

3

その他民間企業の工事

＜役職による区分＞

現場代理人、監理技術者、主任技術者としての経験

担当技術者としての経験

現場代理人、監理技術者、主任技術者としての経験

担当技術者としての経験

都道府県、政令指定都市、関係機関の工事

市町村、関係機関の工事

公益民間企業（鉄道・空港・電気・ガス・通信）の工事  ※8

評価項目 評価基準

工事経験　※3,※4,※13

＜同種工事・類似工事による区分＞

配置予定技術者の保有資格 ※11

競争参加資格要件の資格を複数保有、又は上位資格を保有

1競争参加資格要件以外に、当該工種に有用な資格を保有

競争参加資格要件を満足

同種工事

類似工事

＜発注機関による区分＞

阪神高速道路株式会社・同グループ会社の工事

高速道路会社・同グループ会社、指定都市道路公社の工事  ※5

国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の工事　※6，7

工事経験の工事成績評定点 ※4

＜工事成績評定点による区分＞

2

工事成績評定点が80点以上

工事成績評定点が75点以上80点未満

工事成績評定点が70点以上75点未満

工事成績評定点が70点未満、又は工事成績評定点なし

＜役職による区分＞
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＜企業の取組み等に関する評価点の算出方法＞
   ◆ 各評価項目の評定点の算出式 ： 各評価項目の評価点 ＝ 評価項目に対する配点 × 各評価基準(区分)に応じた配点率
       ○ 評価項目に対して、評価基準(区分)が複数ある場合は、各基準ごとに選定した配点率を乗じて算出
 　　　　　（例：施工実績で国土交通省、類似工事の場合。3点×3/4×1/2＝1.12点 　※小数点３位以下切り捨て）

配点率 配点 合計

1

1/2

0

1

1/2

0

1

0

＜①くるみん（次世代育成支援対策推進法）＞

プラチナくるみんを認定取得 （配点率への加算　4/8）
くるみんを認定取得（R７.4月以降の基準） （配点率への加算　2/8）
くるみん認定（R7.3月までの基準）、トライくるみん認定 （配点率への加算　1/8）

＜②えるぼし（女性活用推進法）＞

プラチナえるぼしを認定取得 （配点率への加算　4/8）
えるぼし認定３段階目を取得 （配点率への加算　3/8）
えるぼし認定２段階目を取得 （配点率への加算　2/8）
えるぼし認定１段階目を取得 （配点率への加算　1/8）

＜③ユースエール（若者雇用促進法）＞

ユースエールを認定取得 （配点率への加算　2/8）

WLB関係認定の取得なし （配点率への加算　なし）

1

1/2

1

3/4

3/4

2/4

1/4

1/4

0

1

2/3

1/3

0

1

3/4

2/4

2/4

1/4

0

1

1/2

0

1

0

▲3点

▲2点

▲1点

▲0.5点

1

企
業
の

施
工
体
制

担当技術者（３５歳以下）の専任配
置

担当技術者（３５歳以下）の専任配置あり

1

担当技術者（３５歳以下）の専任配置なし

13

1

1

3

同種工事

類似工事

＜発注機関による区分＞

阪神高速道路株式会社・同グループ会社の工事

高速道路会社・同グループ会社、指定都市道路公社の工事  ※5

国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の工事　※6，7

1

都道府県、政令指定都市、関係機関の工事

市町村、関係機関の工事

公益民間企業（鉄道･空港･電気･ガス･通信）の工事  ※8

その他民間企業の工事

施工実績の工事成績評定点　※4

企業の取組み等に係る評価基準(施工能力確認型・通常タイプ)

評価項目 評価基準

企
業
の
取
組
み

ISOの認証取得

ISO9001及びISO14001の認証を両方取得

SBT・RE100認定取得あり

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ(WLB)関係認定
の取得　※２

左記
加算
の計
（最大
8/8）

ISO9001及びISO14001の認証をどちらか一方取得

ISO9001及びISO14001の認証取得なし

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証
取得　※1

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（ISO45001シリーズ、OHSAS18001シリーズ、コスモス(COHSMS)）の
いずれか又は複数を認証又は認定取得

厚生労働省安全衛生優良企業を認定取得

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証取得なし

カーボンニュートラルに関する取組
実績 SBT・RE100認定取得なし

＜工事成績評定点による区分＞

企
業
の
施
工
能
力

施工実績　※3,※4

＜同種工事・類似工事による区分＞

2

工事成績評定点が80点以上

工事成績評定点が75点以上80点未満

工事成績評定点が70点以上75点未満

工事成績評定点が70点未満、又は工事成績評定点なし

阪神高速の工事における過去２年
度及び今年度の表彰等　※3

表彰が２件（社長表彰２件）

2

表彰が２件（社長表彰１件＋工事安全管理委員長表彰１件）

表彰が２件（工事安全管理委員長表彰２件）

不正行為等（減点）　※10

競争参加停止期間が6か月を超える場合

減点
競争参加停止期間が3か月を超え～6か月以下の場合

競争参加停止期間が3か月以下の場合

文書警告の場合

表彰が１件（社長表彰１件）

表彰が１件（工事安全管理委員長表彰１件）

表彰なし

他の機関の工事における過去２年
度及び今年度の表彰等　　※9

表彰が２回

1表彰が１回

表彰なし
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配点率 配点 合計

1
1/2

1

3/4

3/4

2/4

1/4

1/4

0

1
1/2

1

1/2

1

2/3

1/3

0

1

1/2

1

1/2

0

配点率 配点 合計

1
1/2

1

１

１

1/2

1/2

1/2

0

1

2/3

1/3

0

配点率 配点 合計

1
1/2

1

１

１

1/2

1/2

1/2

0

1

2/3

1/3

0

※７　独立行政法人等：独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、政府関係機関

※８　コリンズ登録の対象となっている公共公益施設の整備に関する事業を営む民間企業（法人）

※11　・複数保有とは、工事公告の説明書に記載している競争参加資格要件の両方の資格を有している場合。（資格要件が複数設定の場合）

注）　上記は標準例のため、対象工事の評価基準及び配点については、当該工事の説明書を参照のこと。

※１４ 配置予定技術者に加え、専任補助者を配置する場合、配置予定技術者に代えて、専任補助者で技術評価を行います。
　　　 ただし、申請資料に不備等があり、技術評価ができない場合、配置予定技術者を技術評価対象者として取り扱います。

※1５　当社が発行した「施工実績証明書」に記載内容についても評価対象とします。

※３　阪神高速道路へ移管後の新神戸トンネルでの対象工事については、発注機関による区分を「阪神高速道路株式会社（自動車専用道路と同等）」として取扱います。

※４　施工実績や工事経験に係る同種工事等の要件が２種類以上設定されている場合において、複数工事にて申請した場合、当該評価項目については、
　　　　申請した工事毎に評価点を算出した後、その工事毎の評価点を平均して評価点を算出します。

※５　指定都市道路公社：名古屋高速道路公社、広島高速道路公社、福岡北九州高速道路公社

※６　国の機関：行政機関（各府省庁）、国会、裁判所、会計検査院　（コリンズ登録・検索メニューの『国の機関』ではない）

※９　・阪神高速のグループ会社、高速道路会社、指定都市道路公社、国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の発注する公共工事で、工事の安全管理、
　　　　品質確保及び品質向上に寄与するものとし、当該機関の長例（所長等は除く）からの表彰とします（例：国土交通省の各地方整備局長、NEXCO東・中・西の
　　　　各社の各支社長表彰などが対象）。その他、厚生労働大臣及び各労働基準局長からの優良表彰も対象となります。
　　　 ・国の機関、政府関係機関が主催・後援する協議会等がリサイクルの推進・取組に対して実施するものとし、各協議会会長等の当該機関の長からの工事に
　　　　関する表彰とします。

※10　不正行為等（減点項目）が複数回ある場合は、項目ごとに累計します。

　　　　・当該工種に有用な資格とは、工事公告の説明書に記載している資格を対象としており、記載していない資格は、対象としません。（有用な資格が設定の場合）

※12　配置予定技術者に加え、専任補助者を配置する場合、配置予定技術者に代えて、専任補助者で技術評価を行います。
　　　 ただし、申請資料に不備等があり、技術評価ができない場合、配置予定技術者を技術評価対象者として取り扱います。

※１３　競争参加資格以外に求める企業の施工実績について提出できる件数は２件までとし、２件目の配点は１件目の１／２とします。

※１　競争参加申請を行う支社・作業場等に対して有効な認定証を対象とします。

※２　配点率への加算は①～③各項目で実施します。
　　　　また、1つの認定項目内で複数認定取得に該当する場合、最も配点が高いもので評価します。

評価項目 評価基準

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

（
専
任
補
助
者

）
※

1

4

工事経験　※3,※4,※1５

＜同種工事・類似工事による区分＞

公益民間企業（鉄道・空港・電気・ガス・通信）の工事  ※8

その他民間企業の工事

＜同種工事・類似工事による区分＞
同種工事

工事経験の工事成績評定点　※4

＜工事成績評定点による区分＞

配置予定技術者の保有資格 ※11 競争参加資格要件以外に、当該工種に有用な資格を保有  ※９

競争参加資格要件を満足

3

6

同種工事
類似工事
＜発注機関による区分＞

阪神高速道路株式会社・同グループ会社の工事

高速道路会社・同グループ会社、指定都市道路公社の工事  ※5

国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の工事　※6，7

都道府県、政令指定都市、関係機関の工事

市町村、関係機関の工事

2

工事成績評定点が80点以上

工事成績評定点が75点以上80点未満

工事成績評定点が70点以上75点未満

工事成績評定点が70点未満、又は工事成績評定点なし

＜役職による区分＞

現場代理人、監理技術者、主任技術者としての経験

担当技術者としての経験

類似工事
＜役職による区分＞

現場代理人、監理技術者、主任技術者としての経験

担当技術者としての経験

競争参加資格要件の資格を複数保有、又は上位資格を保有　※８

1

1.5
(※11)

評価項目 評価基準

（
１
件
目

）

競
争
参
加
資
格
以
外
に
求
め
る
企
業
の
施
工
能
力

競争参加資格以外に求める施工
実績　　※13

＜同種工事・類似工事による区分＞

公益民間企業（鉄道・空港・電気・ガス・通信）の工事  ※8

その他民間企業の工事

競争参加資格以外に求める施工
実績の工事成績評定点　※13

＜工事成績評定点による区分＞

評価項目 評価基準

2

3

同種工事
類似工事
＜発注機関による区分＞

阪神高速道路株式会社・同グループ会社の工事

高速道路会社・同グループ会社、指定都市道路公社の工事  ※5

国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の工事　※6，7

都道府県、政令指定都市、関係機関の工事

市町村、関係機関の工事

1

工事成績評定点が80点以上

工事成績評定点が75点以上80点未満

工事成績評定点が70点以上75点未満

工事成績評定点が70点未満、又は工事成績評定点なし

競争参加資格以外に求める施工
実績の工事成績評定点　※13

＜工事成績評定点による区分＞

（
２
件
目

）

競
争
参
加
資
格
以
外
に
求
め
る
企
業
の
施
工
能
力

競争参加資格以外に求める施工
実績　※13

＜同種工事・類似工事による区分＞

0.5
(※11)

工事成績評定点が80点以上

工事成績評定点が75点以上80点未満

工事成績評定点が70点以上75点未満

工事成績評定点が70点未満、又は工事成績評定点なし

1
(※11)

同種工事
類似工事
＜発注機関による区分＞

阪神高速道路株式会社・同グループ会社の工事

公益民間企業（鉄道・空港・電気・ガス・通信）の工事  ※8

その他民間企業の工事

高速道路会社・同グループ会社、指定都市道路公社の工事  ※5

国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の工事　※6，7

都道府県、政令指定都市、関係機関の工事

市町村、関係機関の工事



別紙－１　(3/4)

＜企業の取組み等に関する評価点の算出方法＞
   ◆ 各評価項目の評定点の算出式 ： 各評価項目の評価点 ＝ 評価項目に対する配点 × 各評価基準(区分)に応じた配点率
       ○ 評価項目に対して、評価基準(区分)が複数ある場合は、各基準ごとに選定した配点率を乗じて算出
 　　　　　（例：施工実績で国土交通省、類似工事の場合。3点×3/4×1/2＝1.12点 　※小数点３位以下切り捨て）

配点率 配点 合計

1

1/2

0

1

1/2

0

1

0

＜①くるみん（次世代育成支援対策推進法）＞

プラチナくるみんを認定取得 （配点率への加算　4/8）
くるみんを認定取得（R７.4月以降の基準） （配点率への加算　2/8）
くるみん認定（R7.3月までの基準）、トライくるみん認定 （配点率への加算　1/8）

＜②えるぼし（女性活用推進法）＞

プラチナえるぼしを認定取得 （配点率への加算　4/8）
えるぼし認定３段階目を取得 （配点率への加算　3/8）
えるぼし認定２段階目を取得 （配点率への加算　2/8）
えるぼし認定１段階目を取得 （配点率への加算　1/8）

＜③ユースエール（若者雇用促進法）＞

ユースエールを認定取得 （配点率への加算　2/8）

WLB関係認定の取得なし （配点率への加算　なし）

1

1/2

1

3/4

3/4

2/4

1/4

1/4

0

1

2/3

1/3

0

1

3/4

2/4

2/4

1/4

0

1

1/2

0

1

0

▲3点

▲2点

▲1点

▲0.5点

※７　独立行政法人等：独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、政府関係機関
※８　コリンズ登録の対象となっている公共公益施設の整備に関する事業を営む民間企業（法人）

注）　上記は標準例のため、対象工事の評価基準及び配点については、当該工事の説明書を参照のこと。

1

企
業
の

施
工
体
制

担当技術者（３５歳以下）の専任配
置

担当技術者（３５歳以下）の専任配置あり

1

担当技術者（３５歳以下）の専任配置なし

3

同種工事

類似工事

＜発注機関による区分＞

阪神高速道路株式会社・同グループ会社の工事

高速道路会社・同グループ会社、指定都市道路公社の工事  ※5

国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の工事　※6，7

企業の取組み等に係る評価基準(工場製作モデル)

評価項目 評価基準

企
業
の
取
組
み

ISOの認証取得

ISO9001及びISO14001の認証を両方取得

SBT・RE100認定取得あり

左記
加算
の計
（最大
8/8）

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ(WLB)関係認定
の取得　※２

ISO9001及びISO14001の認証をどちらか一方取得

ISO9001及びISO14001の認証取得なし

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証
取得　※1

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（ISO45001シリーズ、OHSAS18001シリーズ、コスモス(COHSMS)）の
いずれか又は複数を認証又は認定取得

厚生労働省安全衛生優良企業を認定取得

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証取得なし

2

工事成績評定点が80点以上

工事成績評定点が75点以上80点未満

工事成績評定点が70点以上75点未満

工事成績評定点が70点未満、又は工事成績評定点なし

＜工事成績評定点による区分＞

2

表彰が２件（社長表彰１件＋工事安全管理委員長表彰１件）

表彰が２件（工事安全管理委員長表彰２件）

表彰が１件（社長表彰１件）

表彰が１件（工事安全管理委員長表彰１件）

表彰なし

表彰が２件（社長表彰２件）

企
業
の
施
工
能
力

施工実績　※3,※4

＜同種工事・類似工事による区分＞

施工実績の工事成績評定点　※4

都道府県、政令指定都市、関係機関の工事

市町村、関係機関の工事

公益民間企業（鉄道・空港・電気・ガス・通信）の工事  ※8

その他民間企業の工事

不正行為等（減点）　※10

競争参加停止期間が6か月を超える場合

※５　指定都市道路公社：名古屋高速道路公社、広島高速道路公社、福岡北九州高速道路公社
※６　国の機関：行政機関（各府省庁）、国会、裁判所、会計検査院　（コリンズ登録・検索メニューの『国の機関』ではない）

※９　・阪神高速のグループ会社、高速道路会社、指定都市道路公社、国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の発注する公共工事で、工事の安全管理、
　　　　品質確保及び品質向上に寄与するものとし、当該機関の長例（所長等は除く）からの表彰とします（例：国土交通省の各地方整備局長、NEXCO東・中・西の
　　　　各社の各支社長表彰などが対象）。その他、厚生労働大臣及び各労働基準局長からの優良表彰も対象となります。
　　　 ・国の機関、政府関係機関が主催・後援する協議会等がリサイクルの推進・取組に対して実施するものとし、各協議会会長等の当該機関の長からの工事に
　　　　関する表彰とします。

※10　不正行為等（減点項目）が複数回ある場合は、項目ごとに累計します。

※１　競争参加申請を行う支社・作業場等に対して有効な認定証を対象とします。

※２　配点率への加算は①～③各項目で実施します。
　　　　また、1つの認定項目内で複数認定取得に該当する場合、最も配点が高いもので評価します。

※３　阪神高速道路へ移管後の新神戸トンネルでの対象工事については、発注機関による区分を「阪神高速道路株式会社（自動車専用道路と同等）」として取扱います。

※４　施工実績や工事経験に係る同種工事等の要件が２種類以上設定されている場合において、複数工事にて申請した場合、当該評価項目については、
　　　　申請した工事毎に評価点を算出した後、その工事毎の評価点を平均して評価点を算出します。

減点
競争参加停止期間が3か月を超え～6か月以下の場合

競争参加停止期間が3か月以下の場合

文書警告の場合

他の機関の工事における過去２年
度及び今年度の表彰等　　※9

表彰が２回

1

13

1

カーボンニュートラルに関する取組
実績

1

1
SBT・RE100認定取得なし

阪神高速の工事における過去２年
度及び今年度の表彰等　※3

表彰が１回

表彰なし



別紙－１　(4/4)

＜企業の取組み等に関する評価点の算出方法＞
   ◆ 各評価項目の評定点の算出式 ： 各評価項目の評価点 ＝ 評価項目に対する配点 × 各評価基準(区分)に応じた配点率
       ○ 評価項目に対して、評価基準(区分)が複数ある場合は、各基準ごとに選定した配点率を乗じて算出
 　　　　　（例：同種性が認められる工事で、担当技術者での実績の場合。5点×1/5×1/2＝0.50点）

配点率 配点 合計

1

1/2

0

1

1/2

0

1

0

（配点率への加算
（配点率への加算
（配点率への加算

（配点率への加算
（配点率への加算
（配点率への加算
（配点率への加算

（配点率への加算
（配点率への加算　な

より同種性の高い
工事

1

同種性の高い工事 3/5

同種性が認められ
る工事

1/5

1

3/4

2/4

2/4

1/4

0

1

1/2

0

1

0

▲3点

▲2点

▲1点

▲0.5点

配点率 配点 合計

より同種性の高い
工事

1

同種性の高い工事 3/5

同種性が認められ
る工事

1/5

1

1/2

1

1/2

0

※６　複数保有とは、工事公告の説明書に記載している競争参加資格要件の両方の資格を有している場合。（資格要件が複数設定の場合）

注）　上記は標準例のため、対象工事の評価基準及び配点については、当該工事の説明書を参照のこと。

企業の取組み等に係る評価基準(建築モデル)

評価項目 評価基準

企
業
の
取
組
み

ISOの認証取得

ISO9001及びISO14001の認証を両方取得

SBT・RE100認定取得あり

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ(WLB)関係認定
の取得　※２

＜①くるみん（次世代育成支援対策推進法）＞

左記
加算
の計
（最大
8/8）

プラチナくるみんを認定取得
くるみんを認定取得（R７.4月以降の基準）
くるみん認定（R7.3月までの基準）、トライくるみん認定
＜②えるぼし（女性活用推進法）＞
プラチナえるぼしを認定取得

カーボンニュートラルに関する取
組実績

1
SBT・RE100認定取得なし

5○○造の建築物において、××した工事

○○造の建築物において、□□した工事

1
えるぼし認定３段階目を取得
えるぼし認定２段階目を取得
えるぼし認定１段階目を取得
＜③ユースエール（若者雇用促進法）＞
ユースエールを認定取得
WLB関係認定の取得なし

1ISO9001及びISO14001の認証をどちらか一方取得

ISO9001及びISO14001の認証取得なし

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの
認証取得　※1

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（ISO45001シリーズ、OHSAS18001シリーズ、コスモス(COHSMS)）の
いずれか又は複数を認証又は認定取得

1厚生労働省安全衛生優良企業を認定取得

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証取得なし

評価項目 評価基準

競争参加資格の確認
の際に提出のあった
工事実績の工事量を
施工能力として右記の
条件により評価を行
う。

○○造の建築物において、△△による××
した工事

2

表彰が２件（社長表彰１件＋工事安全管理委員長表彰１件）

表彰が２件（工事安全管理委員長表彰２件）

表彰が１件（社長表彰１件）

表彰が１件（工事安全管理委員長表彰１件）

表彰なし

阪神高速の工事における過去２
年度及び今年度の表彰等

1表彰が1回

表彰なし

不正行為等（減点）　※５

競争参加停止期間が6か月を超える場合

減点
競争参加停止期間が3か月を超え～6か月以下の場合

競争参加停止期間が3か月以下の場合

文書警告の場合

他の機関の工事における過去２
年度及び今年度の表彰等　※４

表彰が2回

企
業
の
施
工
能
力

施工実績　※3

競争参加資格の確認
の際に提出のあった
工事実績の工事量を
施工能力として右記の
条件により評価を行
う。

○○造の建築物において、△△による××
した工事

表彰が２件（社長表彰２件）

※５　不正行為等（減点項目）が複数回ある場合は、項目ごとに累計します。

※７　当該工種に有用な資格とは、工事公告の説明書に記載している資格を対象としており、記載していない資格は、対象としません。（有用な資格が設定の場合）

※８　配置予定技術者に加え、専任補助者を配置する場合、配置予定技術者に代えて、専任補助者で技術評価を行います。
　　　 ただし、申請資料に不備等があり、技術評価ができない場合、配置予定技術者を技術評価対象者として取り扱います。

※９　当社が発行した「施工実績証明書」に記載内容についても評価対象とします。

5

○○造の建築物において、××した工事

○○造の建築物において、□□した工事

＜役職による区分＞

現場代理人、監理技術者、主任技術者としての経験

担当技術者としての経験

配置予定技術者の保有資格

競争参加資格要件の資格を複数保有、又は上位資格を保有　※６

工事経験　※3,※9

企
業
の

施
工
体
制

13

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

（
専
任
補
助
者

）
※

8

6

1競争参加資格要件以外に、当該工種に有用な資格を保有  ※７

競争参加資格要件を満足

担当技術者（３５歳以下）の専任
配置

担当技術者（３５歳以下）の専任配置あり

1

担当技術者（３５歳以下）の専任配置なし

※１　競争参加申請を行う支社・作業場等に対して有効な認定証を対象とします。

※２　配点率への加算は①～③各項目で実施します。
　　　　また、1つの認定項目内で複数認定取得に該当する場合、最も配点が高いもので評価します。

※３　工事毎に設定

※４　・阪神高速のグループ会社、高速道路会社、指定都市道路公社、国の機関、独立行政法人等の政府関係機関の発注する公共工事で、工事の安全管理、
　　　　品質確保及び品質向上に寄与するものとし、当該機関の長例（所長等は除く）からの表彰とします（例：国土交通省の各地方整備局長、NEXCO東・中・西の
　　　　各社の各支社長表彰などが対象）。その他、厚生労働大臣及び各労働基準局長からの優良表彰も対象となります。
　　　 ・国の機関、政府関係機関が主催・後援する協議会等がリサイクルの推進・取組に対して実施するものとし、各協議会会長等の当該機関の長からの工事に
　　　　関する表彰とします。



別紙-2 

 

１．価格評価点 

 

《調査基準価格 ＜ 入札価格 ≦ 契約制限価格》 Y = β × (100 − χ) 
《（調査基準価格－コスト縮減額） ＜ 入札価格 ≦ 調査基準価格》 Y = β × (100 − χ  ) 
《（特別重点調査価格－コスト縮減額） ＜ 入札価格 ≦ （調査基準価格－コスト縮減額）》 Y = 𝛽 ×  (100 − χ  ) χ  − χ   × χ − (100 − χ  ) χ  − χ   ×  χ  − KS   

《入札価格 ≦ （特別重点調査価格－コスト縮減額）》 Y = 0 

※ Y   ：価格評価点 χ   ：入札率(%) （入札価格/契約制限価格×100） χ   ：調査基準価格率(%) （調査基準価格/契約制限価格×100） χ   ：特別重点調査価格率(%) （特別重点調査価格/契約制限価格×100） KS  ：コスト縮減額率(%) （認められたコスト縮減額/契約制限価格×100） β   ：価格評価点ウェイト 

 

２．品質確保体制点 

 

《調査基準価格 ＜ 入札価格 ≦ 契約制限価格》 Y = 30 

《（調査基準価格－コスト縮減額） ＜ 入札価格 ≦ 調査基準価格》 Y = 30 

《（特別重点調査価格－コスト縮減額） ＜ 入札価格 ≦ （調査基準価格－コスト縮減額）》 Y = 30 χ  − χ   × χ − 30 χ  − χ   ×  χ  − KS  
《入札価格 ≦ （特別重点調査価格－コスト縮減額）》 Y = 0 

※ Y   ：品質確保体制点 χ   ：入札率(%) （入札価格/契約制限価格×100） χ   ：調査基準価格率(%) （調査基準価格/契約制限価格×100） χ   ：特別重点調査価格率(%) （特別重点調査価格/契約制限価格×100） KS  ：コスト縮減額率(%) （認められたコスト縮減額/契約制限価格×100） 

 

※品質確保体制点(30 点)の内訳は、品質確保の実効性として 15 点、施工体制確保の確実性として 15 点 

※工事により価格評価点割合が変わることがあります。 

※コスト縮減提案を求めていない場合には、コスト縮減額については考慮しません。 


